
資料３

災害時にも安定して機能する
道路ネットワークのあり方

平成１９年３月８日
国土交通省道路局



ａ 災害発生時に孤立する集落の出ないようにすべき

ｂ 事前通行規制区間を少なくしてほしい

ｃ 豪雪地域には、スノーシェッド、防雪柵、吹雪時待避
のためのモータープール等が必要

ｄ 地下構造物を含めた道路空間全体の耐震性を考え
るべき

ｅ 無電柱化は災害時に電線類の復旧を考えると本当
によいのか

ｆ 海上面においての輸送の確保をすべき

ｇ 避難所等への誘導案内などを充実させるべき

① 防災に関する整備水準と事業量の明確

化を

② 緊急輸送道路などの重点的な整備を

③ 無電柱化の推進を

④ 発災時の危機管理体制の確立を

⑤ 密集市街地の解消を

１．災害時の道路ネットワークの確保
（ネットワークの重要性の評価と対策の優先

性をどのように考えるか）

①豪雨対策
②地震・津波対策
③豪雪対策

２．災害発生時の情報提供の迅速化
など、危機管理体制の確立

３．災害に対して脆弱な密集市街地
の解消

論点整理での指摘 今回の審議事項

インタビューにおける主な意見

1



台風１５号

台風１１号

台風１６号

台風２１号

台風２２号

台風２３号

台風１０号

（死者等１０名）

（死者等１７名）

（死者等２７名）
（死者等５名）

（死者等９８名）

（死者等３名）

台風６号

台風１４号

台風7号

台風１１号

台風４号

(死者等29名)

台風13号

台風10号

（死者等10名）

台風１８号

（死者等４５名）

（死者等8名）

図．平成16～18年度に上陸した台風の経路と人的被害

○平成16～18年度に上陸した台風等○近年頻発する集中豪雨

１．時間雨量５０ｍｍ以上の降雨の発生回数

２．時間雨量１００ｍｍ以上の降雨の発生回数

図．集中豪雨の状況（実測値）

１時間降雨量における年間延べ件数

（全国のアメダス地点約1,300箇所より）
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[暦年]

[暦年]
※国土交通省資料

台風の上陸数
・平年(1971～2000年) 2.6個/年
・平成16年度 10個
・平成17年度 3個
・平成18年度 2個

凡例凡例

平成17年度上陸した台風

平成16年度上陸した台風

平成18年度上陸した台風

■近年でも、平成16年度のように10個もの台風が上陸するなど、
わが国は台風の常襲地帯である。

災害の現況（豪雨災害）
■近年、気候の変動に伴い、年降水量が減少傾向にある一方で、集中豪雨が頻発。
■特に、平成１６年度は、観測史上最多となる１０個の台風が上陸し、各地で甚大な被害

が多発。
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○近年発生した大規模地震と今後想定される大規模地震

根室沖 （M7.9）
３０～４０％

宮城県沖（M7.5）
９９％

三陸沖～房総沖

津波型（M8.2）
２０％

東海 （M8.0）

８６％
東南海 （M8.1）

６０％南海 （M8.4）
５０％

（M6.7～7.4）

４０％

南関東直下
（M6.7～7.2）

７０％

Ｈ１７．３ 福岡県西方沖 （Ｍ７．０）

Ｈ７．１ 兵庫県南部地震

（Ｍ７．３）

Ｈ１６．１０ 新潟県中越地震

（Ｍ６．８）

Ｈ１５．７ 宮城県北部地震
（Ｍ６．４）

Ｈ１５．９ 十勝沖地震
（Ｍ８．０）

安芸灘
～豊後水道

３０年以内の大規模地震

（特に発生確率の高いもの）

３０年以内の大規模地震

（その他）

近年の大規模地震

・近年の大規模地震については、気象庁発表値

・今後３０年以内の大規模地震の発生確率・規模については、
海溝型地震の長期評価(2005年1月1日算定値、平成17年4月13日現在 地震調査研究推進本部発表）

出典 ：

○東南海・南海地震における想定津波高

出典
・海溝型地震の長期計画（2005年1月1日算定値、平成17年4月13日現在 地震調査研究推進本部発表）

・死者数、経済被害は中央防災会議資料による（東海地震は平成15年3月8日公表、
東南海・南海地震波は平成15年12月16日公表、首都直下地震は平成17年3月30日公表、
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震は平成18年1月25日公表）

○大規模地震の被害想定

出典：中央防災会議「東南海・南海地震に関する専門調査会」第１０回調査会資料（Ｈ１５．４）

99（宮城県沖）1.32,7007.1～8.1
日本海溝・
千島海溝

7011213,0006.7～7.2首都直下

50～605717,8008.1
東南海・

南海

86379,2008.0東海

今後30年の

発生確率（％）
経済被害
（兆円）

死者数
（人）

地震の
規模（Ｍ）

災害の現況（地震災害）
■近年、新潟県中越地震、福岡県西方沖地震など、大規模地震が頻発。
■近い将来、東海地震、首都直下地震など大規模地震が高い確率で発生すると言われて

いる。

想定震源域
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写真：歩道の積雪のため車道を
歩行せざるをえない状況

（新潟県上越市内）

写真：路肩の堆雪によりすれ違いが
困難になっている状況

（秋田県秋田市内の市道）

災害の現況（豪雪災害）
■我が国は国土面積の約６割が積雪寒冷地域となっており、冬期の豪雪等が国民生活に

大きな影響。
■平成１７年度は記録的豪雪となり、全国平均の累加降雪深は平年の約１．５倍。

（気象庁が「平成１８年豪雪」と命名）

○積雪寒冷地域の概要
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○平成１８年豪雪の状況
※出典：道路交通管理統計－国土交通省道路局－

（H17年度値は道路防災対策室調べ）

市 町 村 数 人 口（万人） 面 積（㎞２） 
 

 
全国比 
(%) 

 
全国比 
(%) 

 
全国比 
(%) 

指 定 要 件 

積雪寒冷地域 736 41 2,765 22 234,544 62 

2 月の積雪の深さの最大値の

累年平均が 50cm 以上、又は、

1 月の平均気温の累年平均が

0℃以下 

 

○平成１８年豪雪（平成１７年度）では雪崩災害が多発

積雪地域ならびに寒冷地域
の両地域でカバーされる地域

積雪地域

寒冷地域

その他の地域
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自然災害等による道路の通行止め回数や災害発生件数は、これまでの防災対策により長期的に見ると

減少しているが、孤立集落の発生など、依然として道路利用者や地域住民の安全･安心を脅かしている。

○自然災害等による道路の通行止め回数の推移

・対象は、高速道路及び一般道路（一般国道、都道府県道、市町村道）
・点線は、昭和50年から平成17年までのトレンド（経年と通行止回数の関係）を示す。

出典：道路交通管理統計

※ 年間総雨量は、全国の地方整備局、国道事務所等の所在地のアメダス95箇所の年間総雨量の平

均値

１．災害時の道路ネットワークの確保１．災害時の道路ネットワークの確保
①豪雨対策①豪雨対策

現 状

○自然災害等による道路被災箇所数の推移

・公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づく道路及び橋梁の被害報告箇所
数及び復旧事業費決定額

・点線は、昭和52年から平成18年までのトレンド（経年と被災箇所数の関係）を示す。
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2.4%

14.2%

12.8%

70.6%

自然災害による道路の通行止原因は、回数比で豪雨が最も多く約7割を占める。

雨量による事前通行規制区間（注）は、今なお約3,000区間、規制時間は年間約63万時間に及んでいる。

○雨量による事前通行規制区間

約６３万時間3,14418,8573,032合 計

約５２万時間2,22112,8582,204都道府県道

約１０万時間7864,982647補助国道

約8,000時間1371,016181直轄国道

通行止め
延べ時間
（H16年度）

規制回数
（H16年度）

延長
(km)

規制
区間数

（平成17年度末）

（注）豪雨等異常気象時に、連続雨量が一定の基準雨量以上になった場合等に、通行止めにする区間

現 状

○過去10年間の道路の通行止
原因の構成比

１．災害時の道路ネットワークの確保１．災害時の道路ネットワークの確保 ①豪雨対策①豪雨対策

Ｈ８～Ｈ１７年度の平均 ： ７，８００回／年度

豪雨

地震

豪雪等

その他（霧、強風等）
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道路防災対策は、道路利用者が災害に直接巻き込まれることを防ぐとともに、異常気象時でも通行可
能な道路ネットワークが維持できるように取り組むことが必要。

Ｈ８防災点検の要対策箇所の対策の進捗率は10年間で約35％。未対策の67,000箇所について、ネッ
トワークも考慮しつつ、いかに優先順位をつけて取り組むか。

○道路の斜面対策（法枠工の例）

課 題

約 67,000 約 35約 37,000 約 104,000 全国

（箇所数）（％）うちH17年度末までに対策完了

H18以降残進捗率要対策箇所数

○防災対策の進捗状況（要対策箇所数と進捗率）

○危険箇所を回避する道路の整備

豪雨時等に災害のおそれのある道路斜面に対して、法枠
工、吹付工などの対策を実施。

道路斜面への対策工法では十分な対策を講じることがで
きない区間について、トンネル等により別ルートを整備

（注）要対策箇所数は、道路防災総点検（H8～9年度）に基づくもの。

（高速道路、一般国道、都道府県道路、主要な市町村道等を対象に点検を実施。）

至東京

一般国道 17 号

ﾊﾞｲﾊﾟｽ の整備

至新潟

至東京

至新潟

岩盤崩壊、落石の危険性
が高い箇所

バイパスの整備

一般国道１７号
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１．災害時の道路ネットワークの確保１．災害時の道路ネットワークの確保 ①豪雨対策①豪雨対策



事前通行規制区間は徐々に減少しているものの、道路利用者のサービス向上の観点から、いかに効果
的に減少させるか。

○雨量による事前通行規制区間数の推移 （直轄国道）

Ｈ８防災点検による要対策箇所の対策
工事が完了していること

学識経験者等の診断により、対策工事
の効果及び当該箇所の安全性について
の見解・判断を得ること

対策工事の完了後、変更しようとする通
行規制基準雨量以上の降雨を経験し、
無災害であること

①

②

③

○事前通行規制区間の解除・緩和の手続き
（直轄国道の場合H14.3～）

（注1）網掛けの内数は、H8以降に雨量基準が緩和された区間数

課 題

（注2）一定の降雨を経験することによる規制解除が6区間、規制緩和が13区間見
込まれており、これらを考慮した場合

○事前通行規制区間の設定

事前通行規制区間は、「豪雨等異常気象時に道路通行が危険と
認められるとき、通行規制に関する基準を定め、運用することによ
り、道路交通の安全等に資する」ことを目的として設定。
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１．災害時の道路ネットワークの確保１．災害時の道路ネットワークの確保 ①豪雨対策①豪雨対策



◆豪雨時に災害発生のおそれがあり、通行が危険と認められるときは、今後も降雨状況に応じ速やかに通行規制を実施。

◆災害予防のための斜面対策の優先順位については、「個別箇所の安定度」の視点から、「個別箇所の安定度」と「ネッ
トワークの機能の確保」の双方の視点へ転換。

◆このため、各地域に各道路管理者からなる協議会を設け、優先的に対策を行う路線を選定。

◆路線の選定に当たっては、災害の発生状況、降雨履歴、斜面の現況等のデータを基に科学的な分析を行うとともに、
交通量、迂回路の有無等の路線の重要度を考慮して選定する。

取り組み方針（１） ネットワークの機能の確保に着目した優先順位への転換

「個別箇所の安定度」と「ネットワーク確保」の
双方に着目し、対策を実施

豪雨時にも拠点間の信頼性の高いネットワークが確保

される（Ａ、Ｂ、Ｃのいずれも孤立しない）

Ｂ町

Ａ市

Ｃ市

現状の対策は、「個別箇所の安定度」に着目し
た対策が中心

防災対策で特定箇所の安定度を高めても、災害時にネッ

トワークが確保できない場合がある（例えば５箇所対策し
ても災害時にＡ・Ｂ・Ｃが孤立のおそれ）

Ａ市

Ｃ市

Ｂ町

現状 今後

○個別箇所の安定度とネットワークの機能確保の双方に着目した防災対策のイメージ

対策箇所

防災対策の優先実施箇所

対策未実施箇所

防災対策完了ルート

防災対策未完了ルート

凡 例

対策箇所

ネットワークの確保
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◆事前通行規制の多くは、昭和４０年代にその当時までの災害履歴等をもとに設定。

◆その後、対策工の実施を前提として事前通行規制区間の緩和及び解除を行ってきたが、これまでに災害・降雨履歴
データ等の蓄積が進んだことから、今後はこれらの科学的な分析を行い、規制区間の緩和及び解除を進める。

取り組み方針（２） 事前通行規制区間の見直し

１）１回も事前通行規制の発生なし ＝24区間

２）事前通行規制中に災害が発生 ＝69区間

３）事前通行規制中に災害の発生なし ＝88区間
（うち、規制頻度が2年に1回より多い ＝25区間）

合計 181区間

○直轄国道の事前通行規制区間181区間の規制状況

（H2～H16の15年間）

事前通行規制中に災害の発生した回数

事前通行規制中に災害が発生しなかった回数

降雨履歴、災害発生状況、事前通行規制の実績、
斜面の現況等を分析し、専門家の意見を踏まえ
て規制区間の緩和及び解除を検討する。

（特に、事前通行規制を行っても結果的に災害が発生しなかった

「無災害規制」の多い区間について重点的検討）

事前通行規制区間における通行止め回数と災害の有無
（直轄国道）

115
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33
51 43
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阪神淡路大震災では、昭和５５年より前の基準を適用した橋梁で、甚大な被害が発生。

このため、このような橋梁を中心に阪神淡路大震災クラスの地震に対する橋梁の耐震補強を進めてい
るところ。

昭和５５年より前の基準 昭和５５年以降の基準

As:倒壊・損傷変形が甚大

A :鉄筋破断、変形が大

Ｂ :鉄筋一部破断、コンクリート

の部分的剥離

C :ひびわれ、局部的なコンク

リートの剥離

D :損傷なし、軽微

※かっこ内の数字は橋脚数

出展：土木学会：阪神淡路大震災調査報告

S55より前の基準が適用された橋脚の被害が大

現在、耐震補強を優先的に

進めている橋梁

○阪神淡路大震災における被災の程度と適用基準の関係（鉄筋コンクリート製橋脚の場合）

現 状

As(79)
2.8% A(156)

5.5%
B(158)
5.6%

C(735)
25.9%

D(1706)
60.2%

（調査対象橋梁数：2,834橋） （調査対象橋梁数：207橋）

②地震対策②地震対策
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B(1)
0.5%

C(22)
10.6%

D(184)
88.9%

C(22)
10.6%



特に、災害時の救援活動や緊急物資輸送に不可欠な緊急輸送道路の橋梁や、落橋等による二次被害
防止のため、新幹線や高速道路を跨ぐ橋梁について、緊急的な補強を行う、橋梁耐震補強３箇年プロ
グラム(H17～H19）を実施している。

○３箇年プログラムでの対策

現 状

３箇年プログラムでは耐震ネットワークの早期確保のため、H８以降の基準による対策に加え、特に重要な部分に対して補強を行

う緊急対策も採用

従来工法：概算事業費 約１４０百万円※
落橋防止工落橋防止工落橋防止工落橋防止工

ＲＣ巻立て＋
アンカー筋設置

鋼板巻立て＋
アンカー筋設置
(仮桟橋＋締め切り※)

鋼板巻立て＋
アンカー筋設置
(仮桟橋＋締め切り※)

ＲＣ巻立て＋
アンカー筋設置

沓座拡幅 沓座拡幅

落橋防止工落橋防止工落橋防止工落橋防止工

ＲＣ巻立て＋
アンカー筋設置

鋼板巻立て＋
アンカー筋設置
(仮桟橋＋締め切り※)

鋼板巻立て＋
アンカー筋設置
(仮桟橋＋締め切り※)

ＲＣ巻立て＋
アンカー筋設置

沓座拡幅 沓座拡幅

※締め切りをした場合

渇水期施工が必要。

H８以降の基準による対策

※ 阪神淡路大震災クラスの地震を想定

損傷なし又はひび
割れ程度の軽微な
損傷

↓

緊急車両は点検後
すみやかに通行可

耐震レベル※

落橋や倒壊等の甚
大な被害はなし

↓

応急対応により緊
急車両の通行確保

耐震レベル※緊急対策工法： 概算事業費 約６０百万円
落橋防止工 落橋防止工 落橋防止工 落橋防止工

繊維材巻立て

（段落し部）
（吊り足場）

繊維材巻立て
（段落し部）

繊維材巻立て

（段落し部）

繊維材巻立て
（段落し部）
（吊り足場）

落橋防止工 落橋防止工 落橋防止工 落橋防止工

繊維材巻立て

（段落し部）
（吊り足場）

繊維材巻立て
（段落し部）

繊維材巻立て

（段落し部）

繊維材巻立て
（段落し部）
（吊り足場）
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緊急輸送道路について、地震発生直後から救援活動等を迅速に行うことに資する観点から、橋梁の耐

震補強はいかにあるべきか。

二次被害防止の観点から、新幹線や高速道路を跨ぐ橋梁の他、主要な交通施設を跨ぐ橋梁の耐震補

強はいかにあるべきか。

土工部も含めた道路全体の復旧時間を短縮する対策の検討が必要。

○応急対策による緊急車両の通行確保（新潟県中越地震）

○地震による橋梁以外の道路の被災事例（新潟県中越地震）

課 題

○地震による橋梁の被災事例

兵庫県南部地震（震度７）／神戸市東灘区

新潟県中越地震（震度７）／長岡市十日町

橋脚補強により
橋脚の被災なし
※鋼板巻き立て工法

橋脚部が
被災
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一般国道・都道府県道 ６．３万橋

高速道路 73,000橋脚

（１）緊急輸送道路

取り組み方針（１） 選択と集中による橋梁の耐震補強の推進

◆緊急輸送道路については、昭和５５年より前の基準を適用した橋梁で特に優先的に耐震補強の必要な
橋梁に重点をおいて、落橋や倒壊等の甚大な被害を防ぐ対策を行う。

○重点的に耐震補強に取り組む橋梁の考え方（案）

※ 段落し部のある鉄筋コンクリート製単柱橋脚、鋼製単柱橋脚等を有し、阪神淡路

大震災クラスの地震に対して落橋・倒壊等の甚大な被害のおそれのある橋梁。

約１万橋
〔約9,000橋脚〕

約２万橋
〔約31,000橋脚〕

約１．５万橋
〔約2,000橋脚〕

約１．８万橋
〔約31,000橋脚〕

合 計

約７千橋

約２万橋
〔約31,000橋脚〕

約９千橋
〔約2,000橋脚〕

約６千橋緊急輸送道路以外の橋梁

緊急輸送道路の橋梁 約１万橋
〔約9,000橋脚〕

約９千橋
〔約31,000橋脚〕

約２千橋

左記以外の橋梁特に優先的に耐震補強

の必要な橋梁 ※

H8以降の基準
適用橋梁

S55以降H8より前の
基準適用

橋梁

S55より前の基準適用橋梁

（注）表中の数値は、上段が一般国道及び都道府県道の橋梁数。
下段の〔 〕書きは高速道路の橋脚数で外書きである。

Ｈ１９までに対策実施
（H８以降の基準による対策のほか、３箇

年プログラム期間中（Ｈ１７～Ｈ１９）に緊急
対策を行ったものも含む）

Ｈ２０以降に対策を実施

H８以降の基準による耐震補強のあり方
について検討 14
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取り組み方針（１） 選択と集中による橋梁の耐震補強の推進

◆二次被害防止の観点から、新幹線や高速道路を跨ぐ橋梁に加え、主要な在来線や幹線道路を跨ぐ橋
梁についても、落橋や倒壊等の甚大な被害を防ぐ対策を行う。

○重点的に耐震補強に取り組む橋梁の考え方（案）

（２）跨線橋及び跨道橋の耐震補強

（直轄国道の場合、約100橋）－主要な幹線道路を跨ぐ橋

約1,500橋から主要なものを選定－主要な在来線を跨ぐ橋

－高速道路を跨ぐ橋 落橋や倒壊による二次被害防止の観点
での耐震補強を実施

－
約1,000橋

新幹線を跨ぐ橋

対策のレベルH20以降に対策予定H19までに対策対象区分

主要な在来線を跨ぐ橋梁 主要な幹線道路を跨ぐ橋梁
15
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○地震による土工部の被害と応急復旧（新潟県中越地震の事例）

◆土工部については、被災した場合の道路の早期復旧を基本として合理的な震災対策を検討する。

写真．大規模な盛土崩壊
（国道117号 新潟県管理）

写真．切土斜面の崩壊（国道17号）

写真．応急復旧により片側交互通行を
確保（地震から２日後）

写真．応急復旧により緊急車両の通行確保
（地震から約１９時間後）

取り組み方針（２） 橋梁以外の施設の震災対策

写真．盛土の崩壊（関越道）

写真．地震から概ね８日後に片側交互
通行を確保 16
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津波の影響を受けない幹線道路の整備津波の影響を受けない幹線道路の整備

（三陸縦貫自動車道の例）（三陸縦貫自動車道の例）

津波浸水域となる海岸沿いを
避け、山側に道路を整備。

避難時間を短縮（津波はおよそ１０分で到達）

浸水区域から高台への避難路整備浸水区域から高台への避難路整備

（和歌山県串本町の例）（和歌山県串本町の例）

◆津波被災区域への救援活動や緊急物資輸送に必要な道路ネットワーク機能を確保するため、津波浸

水区域を避けた高規格幹線道路や地域高規格道路等の整備を進める。

◆人命の安全確保を図るため、津波浸水区域から高台への避難路の整備を進める。

取り組み方針（３） 津波対策としての迂回路の整備や避難路の確保

昭和３５年チリ地震津波の浸水範囲（実績）

明治三陸または昭和三陸地震津波の浸水範囲（実績）

明治三陸

山田高架橋

従前の避難経路

所要時間 約15分

町と住民で新たに
つくった避難経路

所要時間 約6分

非難場所
総合運動公園
標高約30m

大水崎地区
平均標高2.7m

従前の避難路

所要時間 約15分

町と住民で新たに
つくった避難路

所要時間 約6分

避難場所
総合運動公園
標高約30m

大水崎地区
平均標高2.7m

山田IC

山田高架橋

三
陸
縦
貫
自
動
車
道
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取り組み方針（４） 無電柱化を実施する路線の明確化

◆阪神淡路大震災において、電柱の倒壊により道路交通への障害が多数発生。一方、地中線の被害は

架空線に比べて低く、被災軽減に高い効果がみられた。

◆このため、災害時の緊急車両の通行確保、電気・通信インフラの寸断防止の観点等を考慮し、優先的

に無電柱化を実施する路線や箇所を明確化する。

◆また、橋梁耐震補強と無電柱化の計画の整合を可能な範囲で図る。

写真：兵庫県南部地震

○電線の倒壊による道路交通への障害 ○緊急輸送道路の重点的無電柱化

：無電柱化済

：未整備

図：環状七号線における無電柱化の状況
写真：緊急輸送道路の

無電柱化イメージ
０．０３％地中線

２．４％架空線

被災率※

※被災率はケーブル総延長に
対する 被災延長の割合

兵庫県南部地震時の神戸地区における
ケーブル被災状況 （ＮＴＴ資料）
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13.8%

13.7%

66.8%

63.3%

19.4%

23.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他地域

雪寒地域

15歳未満 15～64歳 65歳以上

17,466(千人)

66,626(千人)

3,789(千人) 6,357(千人)

19,315(千人)13,733(千人)

冬期の交通障害や豪雪時の集落孤立を防ぐため除雪・防雪対策が必要。

積雪による歩行空間の狭小化、凍結による転倒危険性の増大などへの対応が必要。

除雪機械オペレータの高齢化が進んでおり、今後の除雪の担い手確保が必要。

○雪寒地域の人口構成（平成１７年度国勢調査）

○除雪機械オペレータの年齢分布の変化

歩道幅員が狭く、
すれ違いができない

雪寒地域ではその他の地域に比べ全人口に占める高齢者の割合が23％と高く、約640万人にのぼる。

累加降雪深の平均は約350cmであるが、年毎にばらつき、平成１６・１７年度は豪雪で、１８年度は少雪。

現 状

課 題

（社）日本建設機械化協会調べ（Ｈ１７．３）

○歩行空間の狭小化

40 30 20 10 0 10 20 30 40

20才以下

21-30才

31-40才

41-50才

51-60才

61才以上

構成比（％）

Ｈ６

Ｈ１６

4 0 3 0 2 0 10 0 4 03 02 01 0

10 年で年齢
層のピークが
40 代から 50
代に移行

40 30 20 10 0 10 20 30 40

20才以下

21-30才

31-40才

41-50才

51-60才

61才以上

構成比（％）

Ｈ６

Ｈ１６

4 0 3 0 2 0 10 0 4 03 02 01 0

10 年で年齢
層のピークが
40 代から 50
代に移行
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S50 S52 S54 S56 S58 S60 S62 H01 H03 H05 H07 H09 H11 H13 H15 H17

年  度

累
加

降
雪
深

［
㎝

］

※データは、積雪寒冷地域の道府県が、
道路管理用の指定雪量観測点で観測
した数値の平均

平均=353cm

○累加降雪深の推移

③豪雪対策③豪雪対策
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１．災害時の道路ネットワークの確保１．災害時の道路ネットワークの確保 ③豪雪対策③豪雪対策



◆冬期の道路交通確保のため、除雪、防雪、凍雪害防止等の雪寒事業を推進。

◆各道路管理者による協議会において、迂回路の無い生命線道路や市街地の幹線道路など、国道から
市町村道までを含め、重点的に雪寒事業を行うネットワークを選定する。

◆積雪や凍結等による歩行者の交通障害の軽減を図るため、市街地等において歩道融雪等の冬期バリ
アフリー対策の計画を地域で策定し、推進する。

◆除雪技術の継承及び除雪体制の維持のため、除雪機械オペレータ講習の充実や除雪機械の簡易操
作化等を図る。

取り組み方針 冬期の安定した道路交通の確保の推進

○冬期バリアフリー対策

○除雪

○防雪対策（雪崩防止柵）

○凍雪害防止

（歩道融雪）

（流雪溝）

除雪路線

国道

県道

町道

冬期に通行不能となる県道に代わって
町道が幹線道路の役割を果たしている例

○市町村道を含めた冬期の
幹線ネットワークの確保

20

１．災害時の道路ネットワークの確保１．災害時の道路ネットワークの確保 ③豪雪対策③豪雪対策



122,057
111,658

94,062 98,409 100,498

127,154

103,578

165,712

284,791

137,576
156,374

176,062

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【サイト・センサス（RSM）による本局・事務所の合計値】
Hit

２．災害発生時の情報提供の迅速化など、危機管理体制の確立２．災害発生時の情報提供の迅速化など、危機管理体制の確立

災害時には国民からの情報ニーズが高く、道路情報サイトへのアクセス数も急増。
中越地震など大規模災害では、自動車による道路点検に多大な時間を要している。
地震や豪雨による道路の被災により、孤立集落が発生するなど、生活に大きな支障。

○災害発生時のホームページアクセス件数（北陸地方整備局）

平成１６年１月大雪時
平成１６年７月
水害発生時

平成１６年１０月
新潟県中越地震発

生時

「通行不能」よりも「通行可能」情報を求める道路利用者への対応。
ハザードマップ等平常時の情報発信と災害時の情報の収集・発信の迅速化。
自動車が使えない場合の迅速な点検体制の確立。
孤立集落が発生するなど、社会的な影響の大きい災害時には関係機関等が連携した取り組みが必要。

道路崩壊によりパトロールカーでの道路崩壊によりパトロールカーでの

移動が不可能に移動が不可能に

○新潟県中越地震の状況

現 状

課 題

道路が被災したため復旧資材を道路が被災したため復旧資材を
空路で運ぶ自衛隊機空路で運ぶ自衛隊機
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【本局・事務所の合計値】



取り組み方針（１） 災害時の情報収集能力の強化と情報発信の高度化

○災害調査にバイクを導入（北陸地整）

◆大規模災害発生時には、通行可能区間を早期に確認し、通行可能なルート情報を提供。

◆通行規制については、解除の見通しも含め情報を提供。

◆関係する国・都道府県・市町村などが連携して情報を共有。

○関係機関による災害情報の共有○利用者が必要としている情報を提供

【現状】
○通行規制情報の提供

【改善】
○通行可能情報の提供

２車線確保

１車線確保

規制箇所

情報連絡本部における情報共有のイメージ

カメラ 情 報カメ ラ情 報 ＶＩＣＳ情 報Ｖ ＩＣＳ情 報 除 雪情 報除 雪 情 報 そ の他 情 報そ の 他 情報

各 関 係 機 関 等各 関 係 機 関 等

情 報 連 絡 本 部情 報 連 絡 本 部

各 関 係 機 関 等各 関 係 機 関 等

現 場 作 業現 場 作 業

ドラ イ バ ー
地 域 住 民

ド ライ バ ー
地 域 住 民

情 報 の 発 信

情 報 一 元 化 ・ 共 有

連 絡 調 整 ・ 協 議

カメラ 情 報カメ ラ情 報 ＶＩＣＳ情 報Ｖ ＩＣＳ情 報 除 雪情 報除 雪 情 報 そ の他 情 報そ の 他 情報

各 関 係 機 関 等各 関 係 機 関 等

情 報 連 絡 本 部情 報 連 絡 本 部

各 関 係 機 関 等各 関 係 機 関 等

現 場 作 業現 場 作 業

ドラ イ バ ー
地 域 住 民

ド ライ バ ー
地 域 住 民

情 報 の 発 信

情 報 一 元 化 ・ 共 有

連 絡 調 整 ・ 協 議

情報連絡本部の訓練の状況
（金沢河川国道事務所 H16.10）
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２．災害発生時の情報提供の迅速化など、危機管理体制の確立２．災害発生時の情報提供の迅速化など、危機管理体制の確立



取り組み方針（１） 災害時の情報収集能力の強化と情報発信の高度化

◆道の駅に非常用施設を整備することにより、情報収集・発信機能を強化し、防災拠点として活用 。

◆移動中の道路利用者が災害情報等を得られるよう、携帯電話で情報を提供。

◆大規模災害時には自動車での巡回が困難なことから、バイクや自転車などを活用し機動力を向上。

○機動力向上による早期の情報収集（北陸地方整備局での取り組み）

オフロードバイクでの点検オフロードバイクでの点検 自転車での点検自転車での点検発電機・投光器の配備発電機・投光器の配備

○携帯電話での情報提供（中越地震の例）○道の駅の防災拠点化

備蓄倉庫
非常時の通信施設

防災トイレ

駐車場の活用

生活水の確保
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２．災害発生時の情報提供の迅速化など、危機管理体制の確立２．災害発生時の情報提供の迅速化など、危機管理体制の確立



◆道路利用者が参考にできるよう、防災対策の現状、進捗状況、計画をマップに整理し公開する。

◆洪水ハザードマップから幹線道路の冠水深図を作成し、迂回路等の設定、公表を行うとともに、道路交通確保上の対
策を検討する。

◆津波発生時の避難を円滑にするため、沿道に津波注意区間の表示を設けることにより注意喚起を図る。

至 いわき市

那珂川 →

至 東京

茨城県ひたちなか市

国
道

６
号

線

至 東京

旧
国

道
６
号

線

国道６号は高盛土で設計
されているため、浸水時
に避難路として使用可能。

茨城県水戸市

洪水ハザードマップ

◆全国510市町村で作成・公表（ H18.12時点）

1：浸水区域の把握

2：迂回路の設定

3：周知（避難路マップの公開等）

4：対策実施（可能なところで縦断計画を変更 等）

○洪水ハザードマップの道路における活用例

取り組み方針（２） ハザードマップの活用など、平常時からの情報提供

○防災対策進捗状況マップのイメージ

市町村
中心部

防災対策の現状を踏まえ、対策計画を示したマップを公開する

橋梁の耐震補強実施状況マップ 斜面の防災対策実施状況マップ

災害発生箇所

対策未了箇所

対策完了箇所

○津波注意区間の表示の例

津波注意の表示津波注意の表示

60
0

600

70
0

海抜○ .○m

60
0

600

70
0

海抜○ .○m

近畿地方整備局和歌
山河川国道事務所管
内の国道４２号に表示
している。

＜活用＞

対策済み

対策中

未対策
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２．災害発生時の情報提供の迅速化など、危機管理体制の確立２．災害発生時の情報提供の迅速化など、危機管理体制の確立



B
P

第二東名静岡市役所

静岡県庁

東
名

清水港から防災
拠点へ緊急物資
を搬入する

清水港から防災
拠点へ緊急物資
を搬入する

静岡ＩＣ

清水ＩＣ静岡市

◆災害時の迅速な道路復旧のため、資機材の迅速な調達等のための事前準備や復旧ノウハウの蓄積・共有を進める。

◆大規模災害時には市町村道も含め多数の道路災害が発生することから、地方公共団体への応急復旧支援など関係
機関が連携した取り組みを行う。

◆災害時に陸上輸送が機能しない場合を想定し、緊急輸送体制について海上輸送との連携を図る。

取り組み方針（３） 関係機関の連携も踏まえた対応の迅速化

‥物資拠点

‥物資拠点

‥物資拠点
‥高速道路
‥一般国道
‥県道・市道

‥港湾

凡例

○地震時の陸上輸送と海上輸送の連携

陸上輸送を行うことが困難と判断される場合には、
輸送活動の一部を海上輸送に切り替える。

「東海地震応急対策活動要領」に基づく具体的な活動内容に係る計画
（中央防災会議幹事会申し合わせ）

（例）東名高速や国
道１号が通行不能と
なっている場合には
清水港を利用

船を利用した輸送訓練

滋賀県高島市の一般国道367号（県管

理）の被災（H18.3）に対して近畿地方整

備局が支援（応急組立橋）

中越地震で多数の被災した市町村道の調査へ国が職員を派遣

・国の専門家や職員の派遣

・災害対策用車両、通信機器、応急
組立橋等の貸与

・ヘリコプター等による被災調査支援

等

○地方公共団体への応急復旧支援
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２．災害発生時の情報提供の迅速化など、危機管理体制の確立２．災害発生時の情報提供の迅速化など、危機管理体制の確立



地震時に大規模な火災の可能性のある重点密集市街地において、延焼を遮断する機能を緊急に確保することが重要。

災害時に道路閉塞等により車輌通行が阻害され、救援活動等に支障をきたす恐れの高い、防災上課題のある市街地
の解消が必要。

人口が集中している市街地全国41万haのうち、都市基盤の脆弱等により、災害時の道路閉塞等が懸念される防災上
課題のある市街地は約1／3存在。

特に大火の可能性が高く、重点的に改善すべき密集市街地（重点密集市街地）は、全国に約8,000ha存在（東京、大
阪各々約2,000ha）。

【建物倒壊による道路閉塞】
（阪神淡路大震災）

全壊：約10万5千棟
半壊：約14万4千棟

【道路面積と車両通行の関係】
（国土交通省調べ）

10% 15%

地
震
時
の
車
両
通
行
の

可
能
性

※震度６強の地震を想定

70%

0%

救援活動上
望ましい値

道路面積率15%未満の市街地：

人口集中市街地の３分の１

市街地における
道路面積の割合

死者 ：約11,000人
うち火災：約6,200人
焼失棟数：約65万ha

【首都直下地震の被害想定】
（焼失棟数の分布：中央防災会議）

※東京湾北部地震を想定
【東京】2,339ha

【重点密集市街地の分布状況】
（H15.7国土交通省調べ）

３．災害に対して脆弱な密集市街地の解消３．災害に対して脆弱な密集市街地の解消

現 状

課 題
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取り組み方針（１） 延焼を遮断する機能の確保

◆重点密集市街地において、沿道の不燃化と一体となった都市計画道路の整備の推進及び事業のスピードアップ

○沿道の不燃化と一体となった都市計画道路の整備：
・重点密集市街地において、都市計画道路の整備と合わせ、沿道の建築物の不燃化を一体的に図ること
により、避難路・延焼遮断帯として機能する「防災環境軸」の整備が重要。

○事業のスピードアップ：
・重点密集市街地は、土地・建物の権利関係が輻輳し、道路整備に関する合意形成等に時間を要してお
り、事業のスピードアップを図る取組が重要。
・重点密集市街地内の都市計画道路のうち、完了期間・５年以内の防災機能概成の宣言をした「完了期
間宣言防災路線」について、宣言どおり達成できるよう、重点的整備を推進。さらなる積極的な運用が
課題。

■事例：補助第306号線（東京都荒川区 H元～H15年度）

・街路事業とあわせて都市防災不燃化促進

事業により沿道の耐火・準耐火建築物へ

の建替を促進。

・沿道の耐火率は、

約３倍に増加。

※耐火率：

沿道の建築物の
面積に対して、
耐火建築物、準
耐火建築物の占
める割合

●整備後●整備前

沿道の耐火率は沿道の耐火率は
約約33倍に増加倍に増加

((14.614.6％→％→47.747.7％％))

耐火造

準耐火造

防火造

木造

３．災害に対して脆弱な密集市街地の解消３．災害に対して脆弱な密集市街地の解消
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取り組み方針（１） 延焼を遮断する機能の確保

◆都市計画道路の整備に併せ、住民の合意形成を図りつつ、沿道のまちづくりと一体となった整備により不燃化を促進

■事例：補助第81号線（東京都豊島区 H17～）

幹線街路の整備に合わせて、沿道の狭小・不

整形な残地を活用した共同化住宅等の建設と

区画街路の拡幅を一体的に実施

●現在の状態

・完了期間宣言防災路線として、防災機能の概成

期間（H21年度まで）、完成期間（H23年度ま

で）を公表

・延焼遮断機能を確保し、地域の防災性の向上

活用されない残地避難が困難な
狭い区画街路

避難が困難な
狭い区画街路

接道の解消されない住宅 建替の進まない老朽建築物

沿
道

30
m

狭い防災公園

狭小・不整形な残地

細街路

接道不良住宅

防災公園の拡充

民間事業者による
共同化住宅建設

による接道不良の
解消

区画街路の
拡幅

区画街路の
拡幅

残地を買収し、共同化住宅等
の建設に活用

●整備にあたっての課題

●まちづくりと一体となった整備

幹線街路

幹線街路

戸建て住宅の
建替 28

３．災害に対して脆弱な密集市街地の解消３．災害に対して脆弱な密集市街地の解消



老朽化した住宅

沿道建築物の建替に
よる建物倒壊の解消

無電柱化の推進による
電柱倒壊の解消

取り組み方針（２） 災害時における車両通行の確保

◆災害時も緊急車両の活動等が可能となるよう、道路整備と建物の共同化等を行う市街地整備を推進

■末広南地区（大阪府門真市 H7年度～H12年度）

・老朽化した文化住宅等が存在している当該地区に
おいて､土地区画整理事業約0.9haを実施

・無電柱化による電柱倒壊の危険性の解消

・住宅市街地総合整備事業(密集型)との同時施行等
により､沿道建築物の建替､共同化を短期間に実現

○面的な道路空間の確保：
・災害時の緊急活動を可能とするためには、都市計画道路の整備とともに区画道路の整備を一体的に行
うなど、面的な道路整備を行う市街地の整備を推進。

○他事業との連携による道路閉塞の解消：
・市街地整備を実施する際には、他事業との合併施行により建物の共同化の促進や無電柱化の推進など
災害時における救援活動を支援する道路機能を確保するとともに事業期間の短縮を行う。

●整備前

３．災害に対して脆弱な密集市街地の解消３．災害に対して脆弱な密集市街地の解消
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